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製品技術委員会処置 
（凡例 ○：採用、△：修正等、×：不

採用） 
1. 日本能率協

会審査登録

センター品

質管理部 

  Ｇ 第 2 版に基づいて認定された認証機

関が、総合規則 2014 に基づいて認

証した農場についての位置付けの記

述がなく、不明である。 
① 認証機関の認定後の審査がサー

ベイランス審査の場合、例えば

Basic 審査のサーベイランス審

査として扱うのか、それとも新

規の認証とするのか。移行審査

とするのか等 
② 「総合規則 2014 に基づいて認

証された農場、団体」が、認証

機関の認定後の審査においても

「JGAP 審査・認証」（「総合規

則 2016」1.2JGAP 審査・認証の

タイプ(1)）を希望した場合の認

定の位置付け。（「認定の無い認

証」になるのか）。 

「総合規則 2014 に基づいて認

証された農場、団体」について、

認証を行った認証機関が認定

された場合の、次回審査の位置

付け等について記述を追加す

る。 

× 
JAB PD365:2015 第 1 版(JGAP 総合規

則 2014 を引用)に基づく認定を行った

認証機関には、JAB PD365:2016 第 2
版発行後、同分野別指針の認定へと移行

する手順を別途文書として提示する予

定です。 

 


